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• 従前、外来薬剤費は価格、数量両面で増加してきたが、近年は数量が減少寄与（図表１）。

• 数量面では、人数、一人当たりレセ数、レセ当たり薬剤数の何れも２年間累積で減少寄与
だが、レセ当たり薬剤種類数の寄与が大きい（図表２）。

• 価格変化では、相対的に高価格帯品の寄与が大きい（平均価格が上昇）（図表３）。

外来薬剤費 増加要因分析①
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図表３ 外来薬剤費累積増加寄与分析（価格帯）

図表１ 外来薬剤費累積増加寄与分析（全年齢）
図表２ 外来薬剤数量累積増加寄与分析

(備考)
１．厚生労働省「社会医療診療行為別統計（調査）」により作成。
２．医科、調剤を計上し、歯科は除外。
３．調査客体・方法が2011年～2013年にかけて段階的に変更されていることから、2013年
基準の要因分析を実施。
４．2014年度は薬価改定実施。



• 外来薬剤費の増加を疾病面からみると、血圧降下剤が減少要因となる一方、抗ウイルス剤
や腫瘍用薬が増加に寄与（図表４）。

• 新規収載医薬品の薬価は、中位数で評価しても、このところ高額化の傾向（図表５）。

外来薬剤費 増加要因分析②
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図表５ 収載時１日薬価推移

（備考）図表１～３と同様に作成。

図表４ 外来薬剤費累積増加寄与分析（薬効）

（備考）
１．厚生労働省「新医薬品の薬価算定について（中央社会保険医療協議会 新医薬品
薬価収載時資料）」より作成。
２．2000年度～2016年８月までに新規収載された医薬品について、承認時資料の中で、
１日薬価が記載されている医薬品と、類似薬の１日薬価が記載されており、推定でき
る455成分。
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図表６ 薬価基準算定方式の割合 図表７ 販売予測額と実販売額

• 新医薬品の薬価算定のうち、類似薬のない「原価計算方式」は約30％（図表６）。

• 原価計算方式では、積み上げ原価等が重要となるものの、適正利潤の設定や市場の反応見
込が困難。こうしたこともあり、原価計算方式では、販売予測と実販売額の乖離が大きく
なる例も散見（図表７）。

(備考)
１．厚生労働省「新医薬品の薬価算定について（中央社会保険医療協議会 新医薬品
薬価収載時資料）」より作成。
２．2005年度～2016年８月までに承認された542成分を対象とする。
３．その他は、配合剤や規格間調整のみで薬価が算定されたケース等。

(備考)
１．厚生労働省「新医薬品の薬価算定について（中央社会保険医療協議会 新医薬
品薬価収載時資料）」、株式会社じほう「日刊薬業データベース」より作成。
２．ピーク予測時の「予測販売金額」と、「実販売額」のデータが揃う36成分のう
ち、市場拡大再算定品目を除く、31成分を対象。
３．予測販売額は「薬価」、実販売額は企業毎に異なる。



• 薬価は改定毎に平均３～４％低下。後発医薬品の有無が改定率に影響（図表８）。

• 新薬創出・適応外薬解消等促進加算の取得品目の薬価は、制度により高く維持されている
（図表９）。こうしたこともあり、最近の収載品の平均薬価は下げ渋りの傾向（図表10）。

薬価推移
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図表８ 薬価推移

（後発品有無別） 図表９ 薬価推移（新薬創出加算取得有無別）

図表10 薬価推移（収載年度別）

（備考）
１．厚生労働省「使用薬剤の薬価（薬価基準）（厚生労働省告示）」等より作成。
２．同一の名称を持つ医薬品は、規格単位が最小のものを抽出した。
３．収載時薬価(税抜）を100とし、改定後薬価（税抜）を指数化し、平均値を図示した。
４．後発品の有無は、個々の医薬品の改定時毎に後発品の有無を判断し分類。削除後再収載された
品目は、再収載時を「収載時」としているため、収載後1回目の薬価改定で後発品「有」医薬品が数
種類ある(図表８）。
５．新薬創出加算取得別は、2008～09年度に発売された品目を対象。（図表９）
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図表11 先発医薬品数と先発医薬品
薬価変動率

• 販売額の大きさ、先発医薬品数、後発医薬品有無、薬価帯等、薬価には複数の要因が影
響するが、総じて、後発薬品を含めた競合薬剤数が多いほど下落率は大きくなる傾向
（図表11、12）。

（備考）
１．厚生労働省「新医薬品の薬価算定について（中央社会保険医療協議会 新医薬品薬価収載時資料）」、同「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件（厚生労
働省告示）」、同「薬価基準収載品目リストと後発医薬品に関する情報」、（株）じほう「日刊薬業データベース」、医療情報科学研究所「薬が見えるvol１、２」、
エーザイＨＰ「ＰＰＩ製品（内服）一覧」より作成。
２．薬効は、「日刊薬業データベース」の2013年度売上高ランキングを参考に、販売額が大きい内服薬の薬効を選定。
３．成分は「薬が見えるvol１、２」に従っているため、配合剤等、一部対象が少なくなっている点に留意。
４．バブルは、平均１日薬価を表す。収載時１日薬価に、収載時薬価に対する2012年度、2014年度薬価の比を乗じて推計した。なお、収載時１日薬価のデータが手に入っ
た品目についてのみ推計を行ったため、バブル図の大きさは前述した全品目の平均値を表したものではないことに留意。
５．ＤＰＰ－４阻害剤は2014年度薬価改定時に市場拡大再算定の対象となっているため、2014年度分を除外。また、後発医薬品が販売されていないことから、図表12から
は除外。抗血栓薬のうち、プラビックスは2016年度薬価改定時に市場拡大再算定の対象となっているため2016年度分を除外（品目数としては計上）。

医薬品数と薬価変動率

図表12 先発・後発合計医薬品数と先
発医薬品薬価変動率



• 合併を通じ、医薬品卸上位５社の寡占度は７割と高水準だが、原価率は概ね横ばい（図
表13）。高い寡占度にも関わらず、粗利益率が変動しない背景には、医薬品卸のマージ
ンがリベート・アローワンスの配分に頼る商慣行（図表14）。

• こうした中、ＭＳ数は減少。他方、医療機関・薬局の備蓄品目数は増加し、ＭＳが取り
扱わなければならない１人当たり備蓄品目数も増加（図表15）。
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図表13 卸５社寡占度と原価率の推移 図表15 ＭＳ数とＭＳ１人当たり備蓄品目数の変化

図表13(備考）厚生労働省「医薬品・医療機器産業実態調査」より作成。
図表14(備考）厚生労働省「平成27年度上期等の流通実態(医療用医薬品の流通改善に関する懇
談会（第24回）資料５)」より作成。
図表15(備考)
１．厚生労働省「医療施設調査」、同「衛生行政報告例」、同「平成26年度診療報酬改定の結
果検証に係る特別調査後発品の使用状況調査（2014年度調査） 後発医薬品の使用促進策の影
響及び実施状況調査」、日本医薬品卸売連合会「卸会員会社の従業員数」により作成。
２．平均備蓄品目数×医療機関・保険薬局数にて、総備蓄品目数を算出。総備蓄品目数/ＭＳ
数で「ＭＳ１人当たり備蓄品目数」としている。
３．ＭＳ数は、隔年調査（2012年度以降は毎年）であるため、調査未実施の年度のＭＳ数は、
前後の年度の平均値を使用。

医薬品卸の現況

最終原価
【仕切価－（リベー
ト・アローワンス）】

85.1

納入価

90.8

仕切価

94.1

リベート（割戻し）・
ｱﾛｰﾜﾝｽ

8.8

薬価（１００）
【卸業者の利益】

【医療機関・
薬局の利益】

図表14 流通価格と利益の関係図



• 未妥結減算制度の導入により、妥結率は、改定１年目の９月に上昇したが、12月には低
下。次回薬価改定までの２年間に妥結・未妥結を繰り返し（図表16）。未妥結減算対象
の200床以上病院と20店舗以上チェーン薬局では、その傾向がより顕著（図表17）。

• こうした結果、未妥結減算ルールの適用項目の算定回数は極めて少ない（図表18）。
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図表18 未妥結減算、算定回数率（2015年６月）

図表17 2014年度薬価改定後２年間の妥結率推移
（医療機関・薬局区分別）

図表16、17(備考）厚生労働省「2015年度上期等の流通実態（第24回 医療
用医薬品の流通改善に関する懇談会 資料）」より作成。

妥結率推移

図表16 薬価改定後２年間の妥結率推移
（薬価改定年度別）

2015年６月審査分 未妥結減算算定率

保険薬局 0.03％

病院 0.00％

（備考）
１．厚生労働省「社会医療診療行為別統計」より作成。
２．保険薬局では、算定回数につき、（（調剤基本料（妥結率50％以下）＋調剤基
本料の特例（妥結率50％以下））/（調剤基本料＋調剤基本料の特例）により計上。
３．病院では、初診料・再診料項目（算定回数121,787,586回）において、「妥結
率50％以下」を含む項目の算定は、「再診料 同一日２科目（妥結率５割以下）」
１回のみであった。



高額療養費基準該当品目の試算
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図表19 医療費と自己負担上
限額（個人、外来）

• 同等・同質（後発医薬品、バイオ後続品含む）でより安価な医薬品が存在しても、一定水準
以上の医療費負担になる患者の場合、安価な医薬品を選択するインセンティブが欠如（図表
19）。他方、バイオ医薬品の場合、多くのケースで高額療養費制度に該当（図表20）。

図表20 薬剤費のみで高額療養費の基
準に該当するバイオ医薬品・バイオ後

続品の品目の割合（個人、外来）

図表19（参考）厚生労働省「高額療養費を利用される皆様へ」より作成。
図表20（備考）
１．厚生労働省「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件（厚生労働省告示）」等により作成。
２．バイオ医薬品の１日薬価推計値×30日分を１カ月の薬剤費として試算し、自己負担額と、高額療養費の自己負担上限額の大小を比較し、推計。①個人該当、外来特例と想
定、②実医療では、診療費や他の薬剤費も含めて、高額療養費が適用される点、③医薬品によっては、30日間使用しないものも含まれている点等、留意が必要。
３．バイオ後続品は、一律で、バイオ医薬品の１日薬価の70％と仮定している。実際の販売状況は想定していない。
４．バイオ医薬品の１日薬価の推計方法は以下の通り。①各医薬品の用法用量および規格を基に、用量/規格×薬価/投与間隔、で推定。②用量は通常最大用量を用いている。
期間によって異なる際は維持療法時の用量を使用。③体重換算が必要な場合は成人50kg、小児20kg換算を採用。④体表換算を行う際は1.5㎡換算。⑤複数規格ある際は最小規
格の薬価を採用（消費税込み）。



諸外国の薬剤費適正化策
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• 海外では、償還対象品目、疾病による償還率の変化等の薬剤費適正化策を導入済（図表21）。

（備考）坂巻弘之「連載「薬剤経済学」～薬剤費に関わる議論と費用対効果評価（第２回）～薬剤費の状況と薬剤費コントロール策.ファーマ
シストフロンティア2017年2月号vol.22（https://mim.publishers.fm/issue/3535/）」、を参考に作成。

図表21 諸外国の薬剤費適正化施策

https://mim.publishers.fm/issue/3535/


製薬企業の開発成功率と資本利潤率
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図表22 国内承認に至る化学合成品開発成功確率 図表23 製薬企業の資本利潤率

• 化学合成物質の発見から国内承認される確率（国内開発成功確率）は、2000～2004年度と
比べ、2010～2014年度には約半減（図表22）。

• 研究開発費、研究開発期間を考慮した大手の製薬企業の資本利潤率は、会社によってばら
つきがあるものの、近年伸び悩みがみられ、全体として下方シフトの様相（図表23）。

（備考）
１．日本製薬工業協会「ＤＡＴＥ ＢＯＯＫ」により作成。
２．（承認取得した化合物数（自社品のみ）/各期間に開発段階にあった合成化合物
数）により計算。

（備考）
１．文部科学省「科学技術要覧」、日本銀行「貸出約定平均金利」、ＯＥＣＤ「Tax 
Database」、科学技術政策研究「平成27年度民間企業の研究活動に関する調査報
告」、各企業の財務諸表により作成。
２．菅原琢磨（2002）「製薬企業の利潤率分析―他産業との比較―」の方法を参考
に作成。
３．国内製薬企業のうち、従業員5,001人以上の10社を対象とする。



国内バイオ医薬品承認数
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図表24 バイオ医薬品国内承認数(2016年12月） 図表25 国内で承認された抗体医薬品の導
入元企業、オリジン製品数（2016年12月）

• 創薬技術は低分子医薬品からバイオ医薬品へ移行し、特に、特定の標的分子を阻害す
る抗体医薬品が増加（図表24）。

• こうした中、バイオ医薬品の開発は海外企業（特に海外ベンチャー企業由来製品）が
先行し、国内製薬企業の開発能力は低い（図表25）。

（備考）
１．国立医薬品食品衛生研究所ＨＰ「日本で承認された組み換え医薬品・細胞培養医
薬品」により作成。
２．ワクチンは除いている。

（備考）
１．医薬品医療機器総合機構「審査報告書」、日本政策投資銀行関西支店「創薬を中
心とした医薬品産業の現状とバイオベチャー発展に向けて～バイオベンチャーによる
関西発の創薬を目指して～」、バイオインダストリー協会「2015年バイオベンチャー
統計・動向調査報告書」により作成。
２．2012年度までは、日本政策投資銀行関西支店の分類、それ以降は、バイオインダ
ストリー協会を参考として、ベンチャーキャピタルからの投資が資本政策の中心と
なっている海外企業を、海外バイオベンチャーと定義して、計上した。

導入元
企業数

オリジン
製品数

国内製薬企業 ３社
（11.1％）

３品目
（7.1％）

海外製薬企業 24社
（88.9％）

39品目
（92.9％）

海外企業のうち、
バイオベンチャー

13社 25品目

合計 27社 42品目



• 製薬企業への金銭的支援のうち、新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度、研究開発税
制による支援額は大きい（図表26）。加算による支援額は受取額が販売数量に依存し、
経年変化するため、最終累積額は不確定（図表27）。

インセンティブ実績
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図表26 金銭的支援額 推計値

（単年度）

（備考）
１．厚生労働省「「次期薬価制度改革に向けて」（中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(2015年11月11日)資料」、財務省「租税特別措置の適用実態調査
の結果に関する報告書」、会計検査院「租税特別措置(法人税関係）の適用状況についての報告書」、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構ＨＰ「公募
要領 創薬支援推進事業(希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業）」、独立行政法人医薬基盤研究所ＨＰ「希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器等の開発
振興」により作成。
２．新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度の交付額は、厚生労働省資料に記載されている、薬価調査を基にした試算値(2014年度)。
３．希少疾病用医薬品開発振興事業の交付額は、１品目について上限額が２億円であり、15品目を対象に３年度事業で実施していることから１年度分の交付
額総額を予算額から概算(2015年度)。
４．研究開発減税による支援額は、会計検査院資料に基づき、化学工業への適用額のうち、医薬品製造業適用額83.1％の値を使用した試算値(2015年度)。
５．各種補正加算等も、薬価により開発インセンティブを与えると言える。

図表27 新薬創出・適応外薬解消等促進加算額

（単年度）
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図表28 医薬分業率と調剤医療費の割合 図表30 院内・院外別 薬剤費・技術料比較

• 医薬分業が進む中、調剤医療費の国民医療費に占める割合も倍増（図表28）。

• 院外処方の薬剤料、院外処方（調剤）の技術料が増加に寄与（図表29）。

• 外来薬剤費1,000円当たり技術料は、院外処方時に院内処方時の約３倍（図表30）。

（備考）
１．厚生労働省「医療費の動向」、同「社会医療診療行為別統計」、日本薬剤師会ＨＰ「医
薬分業進捗状況」より作成。
２．歯科報酬分は薬剤費、技術料共に除外している。
３．院内処方（医科）は「処方料」「調剤料」「調剤技術基本料（入院以外）」「薬剤情報
提供料（手帳記載加算含む）」、院外処方（医科）は「処方せん料」、院外処方（調剤）は
「調剤技術料」「薬学管理料（在宅、退院時共同指導料除く）」を、「技術料」として計上。
院内処方、院外処方共に「薬剤料」を「薬剤費」として計上。注射薬については、院内では、
薬剤費、技術料共に除外。
４．院内処方は「処方料」の算定回数、院外処方は「処方せん料」の算定回数を「算定回
数」として計上。

2015年6月審査分 院内処方 院外処方

外来投薬
１回当たり
薬剤費（Ａ）

5,610円 7,030円

外来投薬
１回当たり
技術料（Ｂ）

770円 3,140円

外来薬剤費
1,000円当たり

技術料
（1,000円×Ｂ/Ａ）

137円 447円

3.3倍
図表29 薬剤費、技術料の内訳



基準調剤加算有 基準調剤加算無 基準調剤加算有 基準調剤加算無

調剤基本料１ 41 73 91 59 95 63
調剤基本料２ 25 - - 43 - 47

調剤基本料３ 20 - - 38 - 42

調剤基本料４ 31 - - 49 - 53

調剤基本料５ 19 - - 37 - 41

特別調剤基本料 15 - - 33 - 37

点数単価 加算なし 基準調剤加算
後発医薬品調剤体制加算１ 後発医薬品調剤体制加算２

• 施設基準により単価が決定し、処方せん枚数毎に算定する調剤基本料（図表31）、調剤数
量・処方日数・調剤内容により算定する調剤料に調剤報酬は依存。医薬分業率も70％に達
する中、投薬患者数の減少（図表32）もあり、院外（調剤）技術料は、このところ横ばい
で推移（図表33）。

医薬分業と技術料の配分
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図表31 調剤基本料の点数単価

（備考）
１．厚生労働省「社会医療診療行為別統計（調査）」、日

本薬剤師会ＨＰ「医薬分業進捗状況」により作成。
２．技術料の計上項目は、図表29と同様。

（備考）厚生労働省「調剤点数表」より作成。

図表33 技術料増加寄与度と医薬分業率

図表32 投薬患者数 処方せん枚数前年比

（備考）厚生労働省「衛生行政報告例」、日本薬剤師会ＨＰ「医薬分業進捗状況」により作成。



• 薬局数も薬局薬剤師数も増加（図表34）してきたが、常勤１名体制薬局が半数以上の都
道府県も多く、人口集積の弱いところほどその割合は高い（図表35）。

薬局薬剤師数と薬局配置
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図表34 医薬分業率、薬局、薬局薬剤師数伸び率
の推移

図表35 都道府県別ＤＩＤ人口比率と
常勤１名体制薬局比率

(備考)厚生労働省「衛生行政報告例」、同「医師、歯科医師、薬剤師調
査」、日本薬剤師会ＨＰ「医薬分業進捗状況」により作成。

（備考）
１．総務省「国勢調査」、同｢人口推計｣、地方厚生(支)局ＨＰ｢コード内容別医療機関一
覧表」より作成。
２．薬局店舗数、薬局数は2014年度（年）、ＤＩＤ人口比率は、2010年国勢調査による。
３．ＤＩＤ（人口集中地区）とは、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区
がある場合は調査区（以下「基本単位区等」という。）を基礎単位として、１)原則とし
て人口密度が１平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内
で互いに隣接して、２)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有する
地域をいう。ＤＩＤ人口比率は、ＤＩＤ人口を人口で除して、求めた。
４．厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」によると、常勤換算した場合の１店舗当た
り薬剤師数２人以上の薬局は65.6％であったと指摘している。
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